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会議に付した事件は次のとおりである。

議案第３２号 令和３年度月形町一般会計補正予算（第２号）

議案第３３号 令和３年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

議案第３４号 令和３年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第２号）

議案第３５号 月形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第３６号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度月形町一般会計

補正予算第１４号）

承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（月形町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て）

報告第１号 繰越明許費繰越計算書について（令和２年度月形町一般会計）

報告第２号 株式会社月形町振興公社の経営状況について

意見案第１号 米の需給・価格安定対策と米政策の見直しに関する要望意見書の提

出について

会議案第２号 議員派遣について

○ 議長 金子 廣司 ただ今の出席議員は８人です。定足数に達しておりますので、

会議は成立いたしました。

６月８日に引き続き会議を再開いたします。 （午前１０時００分開会）

直ちに本日の会議を開きます。 （午前１０時００分開議）

議事日程第２号はお手元に配付のとおりであります。

◎ 日程２番 会議録署名議員の指名

○ 議長 金子 廣司 日程２番 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長において

楠 順 一 議員

我 妻 耕 議員

の両名を指名いたします。

◎ 日程２番 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度月形町

一般会計補正予算第１４号）

○ 議長 金子 廣司 日程２番 承認第３号 専決処分の承認を求めることについ

て（令和２年度月形町一般会計補正予算第１４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書３ページをお開きいただきたいと思います。ただ今、

議題となりました承認第３号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上

げます。承認第３号は、地方自治法第１７９条第１項の規定によって、別紙のとおり

専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、本議会の承認を求める

ものであります。

５ページをお開きください。専決処分書であります。令和２年度月形町一般会計補

正予算について、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令和３年３月３１日

に専決処分をしたものであり、令和２年度月形町一般会計補正予算第１４号を定めた

ものであります。補正予算の要旨ですが、令和２年度末を迎え、例年同様ですが決算

見込みの再精査を行っての予算の最終整理をさせていただいたものであります。補正

予算の第１条ですが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,７０２万３,０００
円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億７,５２０万３,０００円と
するものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は６ページから７ページの第１表 歳入歳出予

算補正によるものであります。

３４ページをお開きください。はじめに、歳出についてです。２款 総務費 １項

総務管理費 ３目 企画費、補正額２,７９６万６,０００円減額、説明欄ですが、ふ
るさと納税推進事業１,７３５万８,０００円減額でございます。本年３月の第１回定
例会で減額補正をした、ふるさと納税寄附金の実績につきましては、更に予算額を下

回ったことによりまして、支援業務委託料や基金積立金等の減額を行うものでござい

ます。次に日常生活機能対策事業ですが、１,０６０万８,０００円減額でございます。
このうち、札沼線代替輸送事業９０８万３,０００円を減額いたしますが、これにつき
ましては、月形―当別線、月形―浦臼線のバス運行事業者に対する補助金の減額であ

りまして、当初予算では２,８１０万７,０００円でありましたが、実績においては、
事業者が国から国庫補助金を受けたり、または運行経費が減少したため、合わせて９

０８万３,０００円を減額するものであります。８目 財産管理費、補正額４,８８４
万５,０００円増額でございます。説明欄ですが、基金管理経費 公有財産整備基金積

立金の増額でございます。本年３月の第１回定例会で公有財産整備基金積立金につき

まして補正をしておりますが、決算見込みの再精査によりまして積立金を増額するも

のであります。今回の増額によりまして、利子を除いて新たに１億５,０００万円を公
有財産整備基金に積立するものでございます。ちなみに令和２年度末の公有財産整備

基金積立金の残高予定ですが、１１億９,０００万円程となります。続きまして、３６
ページ、３款 民生費 ２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費、補正額はありま

せん。財源振替でございまして、認定こども園の利用者負担等の無償化事業の財源と

して、過疎ソフトの地方債を予定しておりましたが、起債対象経費が減じたことによ
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りまして地方債が減額となり、その分を一般財源に振り替えるものであります。次に、

３８ページ、８款 土木費 ２項 道路橋梁費 ４目 除雪対策費、補正額３８５万

６,０００円減額でございます。説明欄ですが、除雪対策経費、町道及び公共施設除排
雪業務委託料でございます。本年１月の第１回臨時会におきまして、この経費につい

ては、１,５４９万７,０００円増額させていただきましたが、除排雪業務の実績によ
りまして３８５万６,０００円減額するものでございます。
続きまして、１４ページをお開きください。歳入です。２款 地方譲与税 １項 地

方揮発油譲与税 １目 地方揮発油譲与税、補正額１２２万９,０００円増額、２項
自動車重量譲与税 １目 自動車重量譲与税３５８万３,０００円増額、続きまして、
１６ページ、６款 地方消費税交付金 １項 地方消費税交付金 １目 地方消費税

交付金２,４５１万８,０００円増額でございます。内訳につきましては、地方消費税
交付金本体分３５５万３,０００円と社会保障財源分２,０９６万５,０００円の増額で
ございます。１８ページでございます。７款 環境性能割交付金 １項 環境性能割

交付金 １目 環境性能割交付金、補正額２６７万１,０００円減額でございます。自
動車税環境性能割に係る交付金でございます。２０ページでございます。８款 地方

特例交付金 １項 地方特例交付金 １目 地方特例交付金２０９万円増額でござい

ます。国の恒久的な減税によりまして、地方税の減収額の一部を国から補填されるも

のでございます。続きまして、２２ページ、９款 地方交付税 １項 地方交付税 １

目 地方交付税、補正額６４７万８,０００円増額でございます。この増額分につきま
しては、特別交付税についての増額でございます。続きまして、２４ページ、１６款

寄附金 １項 寄附金 ２目 総務費寄附金１,７３６万円減額でございまして、ふる
さと納税寄附金の減額でございます。先ほど申し上げましたが、本年３月の第１回定

例会で、この寄附金総額を３億４,３６０万円とする補正を行いましたが、実績につい
ては３億２,６２４万円でございましたので、１,７３６万円を減額するものでござい
ます。続きまして、２６ページ、１７款 繰入金 １項 基金繰入金 ８目 札沼線

代替輸送事業等基金繰入金９０８万３,０００円減額でございます。歳出の札沼線代替
輸送事業補助金が９０８万３,０００円減額となったため、財源の基金繰入金も同額減
額するものでございます。続きまして、２８ページ、１９款 諸収入 ５項 雑入 ５

目 雑入、補正額１,０８６万８,０００円増額、説明欄ですが、札沼線代替輸送事業
等支援金、ＪＲ北海道からの支援金で対象の業務は、ＪＲ札沼線施設調査設計業務と

代替バスバスベイ調査設計業務合わせて８,５８８万８,０００円でありまして、今回
の補正でＪＲ北海道からの支援金全額を予算化するものでございます。

８ページをお開きください。補正予算第２条に係ります地方債の補正でありますが、

第２表のとおり起債の限度額を変更するものであります。以上で説明を終わります。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。
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質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。承認第３号は、この際、討論を省略し、原案のとおり承認する

ことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり承認することに決定い

たしました。

○ 議長 金子 廣司 説明員交代のため、暫時休憩いたします。

（午前１０時１２分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開します。

（午前１０時１３分再開）

◎ 日程３番 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（月形町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について）

○ 議長 金子 廣司 日程３番 承認第４号 専決処分の承認を求めることについ

て（月形町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について）を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書４１ページをお開きください。ただ今、議題となりま

した承認第４号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。承認

第４号は、地方自治法第１７９条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分をし

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、本議会の承認を求めるものでありま

す。

４３ページをお開きください。専決処分書であります。月形町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１項の規定に基

づき、令和３年５月１１日に専決処分をしたものであります。本条例改正は、特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準の一部を改正する内閣府令が令和３年４月１日に施行されたことに伴いま

して、所要の改正を行うものであります。改正内容でありますが、特定地域型保育事

業者は、特定地域型保育を行うにあたっては、連携協力を行う保育所等の連携施設を

確保する必要がありますが、著しく困難であるときに確保しなくても良い場合につい

て、第４２条第４項第１号で町長が保育所等の利用調整を行うにあたって、特定地域
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型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定こどもを

優先的に取り扱う措置、その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供

の終了に際して、保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよ

う必要な措置を講じているときと規定するものであります。第４２条第５項について

は、連携施設を確保することができない場合にあっても、確保が必要となる連携協力

を行う施設または事業所に、国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所を加える

ものであります。以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。承認第４号は、この際、討論を省略し、原案のとおり承認する

ことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり承認することに決定い

たしました。

○ 議長 金子 廣司 説明員交代のため、暫時休憩いたします。

（午前１０時１７分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開します。

（午前１０時１８分再開）

◎ 日程４番 議案第３２号 令和３年度月形町一般会計補正予算（第２号）

○ 議長 金子 廣司 日程４番 議案第３２号 令和３年度月形町一般会計補正予

算（第２号）についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書４５ページをお開きください。ただ今、議題となりま

した議案第３２号 令和３年度月形町一般会計補正予算（第２号）について、ご説明

申し上げます。第１条ですが、補正予算第２号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ４,２９８万７,０００円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０
億６,０１６万２,０００円とするものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項
の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、４６ページか

ら４７ページの第１表 歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症対策経費１,８００万円
及び今冬の大雪による公共施設等の破損に係る復旧経費等約１,４００万円、これらを
中心とした予算補正であります。

６６ページをお開きください。歳出についてです。２款 総務費 １項 総務管理
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費 ８目 財産管理費６１７万６,０００円増額、説明欄ですが、財産管理経費としま

して５８万８,０００円増額でございます。これにつきましては、当初、今年度につき

ましては利用開放の予定がなかった旧札比内駅トイレでございますが、４月末から利

用できるように開放いたしております。この管理経費、清掃等の委託料等でございま

して５８万８,０００円でございます。その下、旧知来乙小学校管理経費３３３万８,

０００円ですが、この施設につきましては、ＮＰО法人に貸付けをしておりますが、

大雪による屋根からの落雪等がありまして、壁、サッシが損壊をしております。これ

の復旧に係る経費、修繕料３３３万８,０００円でございます。その下、新型コロナウ

イルス感染症対策経費２２５万円、消耗品費として庁舎等の感染対策に係る消耗品費

４９万５,０００円でございます。備品購入費、ワイヤレスマイクロフォン２０本、役

場での会議または他の集会施設等での会議で使うマイクロフォンでございまして、こ

れが７４万８,０００円、ＡＩ体温検知カメラを役場庁舎に２台、交流センターに１台、

合わせまして１００万７,０００円でございます。これらを合わせまして、感染症対策

経費２２５万円でございます。次に、６８ページ、３款 民生費 １項 社会福祉費

１目 社会福祉総務費５１７万円増額でございます。説明欄ですが、上段、地域福祉

事業、地域福祉基金積立金４９万円につきましては、北海道信用金庫ひまわり財団か

らの寄附金５０万円を頂戴いたしましたが、これを町の地域福祉基金に積立てるもの

でございます。既定予算は１万円ですので、差額となります４９万円の補正でござい

ます。その下、新型コロナウイルス感染症対策経費４６８万円、一つに医療・福祉施

設職員等慰労金でございまして、これにつきましては、昨年度も同様の対策をしてき

たところでございますが、感染リスクの高い中で仕事をされている従事職員に対しま

して、慰労金として１人当たり１万円分の月形商工会発行の商品券を交付するという

ものでございます。医療・福祉施設職員等慰労金４６３万円、４６３人を対象予定と

しております。その下、福祉施設等感染防止対策支援５万円、本年４月の第２回臨時

会で補正させていただいておりますが、それの追加分でございます。続きまして、２

項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費３３４万８,０００円増額、説明欄ですが、新

型コロナウイルス感染症対策経費１５７万円、内訳が児童福祉施設職員等慰労金、先

ほど説明いたしました慰労金と同様でございまして、対象職員３７人分でございます。

備品購入費、花の里こども園の食器洗浄機を導入する１１０万円でございます。交付

金、福祉施設等感染防止対策支援といたしまして、新たに花の里こども園の衛生資材

等に係ります経費に対して１０万円を交付するものでございます。その下、子育て世

帯生活支援特別給付金給付事業１７７万８,０００円でありますが、低所得者のひとり

親世帯以外の子育て世帯に対する生活支援給付金が国から給付されます。令和３年４

月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和３年度

分の住民税均等割が非課税である者などが対象となります。児童1人につき５万円を

給付するもので、財源は全額国庫支出金でございます。交付金は1人５万円の３０人
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分で１５０万円、その他に時間外勤務手当から複写機賃借料までは事務費となってご

ざいます。次に、７０ページでございます。４款 衛生費 １項 保健衛生費 １目

保健衛生総務費３４２万１,０００円増額でございます。説明欄でございますが、病院

事業会計繰出金６１６万円、これにつきましては、町立病院が行います新型コロナウ

イルス感染症対策として診療室並びに病棟等のカーテンを抗ウイルス対応へのカーテ

ンに更新する経費でございまして、それを一般会計から繰出しをするものでございま

す。この６１６万円の繰出財源は、地方創生臨時交付金でございます。その下、国民

健康保険事業特別会計繰出金２７３万９,０００円減額でございます。この議案の後の

議案第３３号におきまして、令和３年度における保険税率等の改正に係る考えを基に

した国民健康保険事業特別会計の予算補正を提出させていただきますが、その予算補

正に伴いまして、町一般会計からの繰出金が減額となるものであります。２目 予防

費２８２万７,０００円増額、説明欄、予防対策事業としまして、新型コロナウイルス

ＰＣＲ検査費用の助成でありまして、当初予算では１０名分を計上をしておりました

が、５０名分を増額するものでございます。その下、予防事務経費２３２万７,０００

円でございますが、会計年度任用職員の報酬から費用弁償まででございまして、役場

保健福祉課の在籍職員１名が出産予定にありまして、休暇の代替職員として令和３年

度は９月から３月までの間、会計年度任用職員を採用するもので、その経費でござい

ます。次に、健康管理システム改修業務１０７万６,０００円でございます。新型イン

フルエンザ等対策特別措置法に基づきまして、住民接種に係る予防接種記録システム

を改修する事業でございます。この業務によりまして、マイナンバー制度を活用して

新型インフルエンザ等の住民接種について、個人の予防接種履歴を市町村間で確認で

きる仕組みを構築するものであります。財源につきましては、３分の２が国庫補助で

ございます。２項 清掃費 １目 清掃総務費２８万円増額でございます。説明欄、

新型コロナウイルス感染症対策経費としまして、清掃施設職員等慰労金でございまし

て、先ほどと同様に慰労金、対象職員２８人分でございます。続きまして、７２ペー

ジ、６款 農林水産業費 １項 農業費 ４目 農地費、補正額１３６万９,０００円

増額でございます。説明欄ですが、負担金としまして当別町北１１号右岸２地区農地

耕作条件改善事業でございます。この事業につきましては、篠津中央土地改良区が行

う篠津川排水路の改修事業費の負担金でございまして、施工箇所は当別町であります

が、排水の受益が月形町にもあることから、月形町の負担が生じるものであります。

改修箇所は、法面の崩壊と道路に亀裂が生じているものでありまして、約１００メー

トルに渡って護岸工を施すものであります。負担金につきましては、総事業費の予定

が４,４１４万３,０００円、市町村の負担率が１０％、当別町との受益割合が本町は

４０ヘクタール、当別町は１２９ヘクタールということで、それを掛け合わせまして、

負担金が１３６万９,０００円と算出されております。なお、この負担金の財源につき

ましては、過疎債を予定しております。続きまして、７４ページ、７款 商工費 １
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項 商工費 １目 商工業振興費、補正額１２０万円増額です。説明欄ですが、新型

コロナウイルス感染症対策経費としまして、月形町営業制限協力・感染リスク低減支

援金、これは補助金でございます。緊急事態宣言下におきまして、営業制限等に係る

協力を行う事業所に対して、本町単独で支援する経費でございます。１事業所あたり

１０万円として１２事業所を予定しておりますが、この支援につきましては、５月１

６日から５月３１日までの緊急事態宣言が延長する前の期間を対象に考えて、今回、

補正をさせていただくものであります。２目 観光費、補正額３８６万８,０００円増

額、説明欄ですが、樺戸博物館管理経費３７９万８,０００円でございまして、うち修

繕料３７６万４,０００円につきましては、本年１月に大雪によりまして、樺戸博物館

の旧樺戸集治監本庁舎の正面向かって右側の鬼板が、屋根から外れかかったというこ

とで確認しましたところ、鬼板自体の木製の骨組みや屋根との接合部分の腐食がある

ことが分かりまして、鬼板自体も作り直す必要性があるため、現在、撤去している所

は右側一カ所だけですが、左右一対として鬼瓦を２基作成して修復するものでござい

ます。その下、新型コロナウイルス感染症対策経費としまして、樺戸博物館管理業務

従事職員等慰労金につきましては、先ほど来からの説明と同様でございまして、対象

職員７人分でございます。３目 ふるさと公園費４７７万６,０００円増額でございま

す。説明欄、ふるさと公園管理費の修繕料４４２万６,０００円でございます。この修

繕につきましては、大雪に起因するものと起因しないものがありますが、大雪に起因

するものとして、多目的アリーナのシャッター、ガラスの交換修理３５万５,０００円、

つち工房のガラス温室のガラスが破損しましたので、その復旧経費１３５万９,０００

円、皆楽公園の炊事場の屋根と木製階段が一部破損しましたので、復旧経費５２万２,

０００円、大雪に起因するものの合計が２２３万６,０００円でございます。大雪に起

因しない一般修繕ですが、保養センターの配管、漏水箇所がありまして、これの修理

８５万６,０００円、温泉ホテルの配管、電気センサーの修理３３万４,０００円、今

後の対応も含めての一般修繕費１００万円、合計２１９万円でございます。大雪に係

るものとそうでないものを合わせまして４４２万６,０００円でございます。次に、新

型コロナウイルス感染症対策経費３５万円でございます。皆楽公園管理業務従事職員

等慰労金でございまして、町民保養センター、温泉ホテル、皆楽公園等で対象は３５

人です。次に７６ページです。８款 土木費 ４項 住宅費 1目 住宅管理費、補

正額５４４万円増額です。説明欄ですが、町営住宅管理経費、修繕料４６９万円でご

ざいますが、町営住宅破損個所等の修繕でございまして、大雪によりまして赤川１新

団地の煙突が倒壊しました。これを撤去するなどの経費１１８万８,０００円、ひまわ

り団地のベランダの手すり扉修繕２５万３,０００円、すずらん団地のベランダの手す

り修復７２万６,０００円、北農場団地集合煙突の撤去３３万円、町営住宅の雪囲い設

置経費２１９万３,０００円、合わせまして４６９万円でございます。その下、住宅改

修設備買換補償でございますが、赤川１新団地の煙突が倒壊、撤去することによりま
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して、この暖房を現在の方式からＦＦ方式に変更することによりまして、現在入居さ

れている３軒が使っているストーブが使えなくなるということで、それを買換え補償

させていただくものであります。次に、７８ページ、１０款 教育費 １項 教育総

務費 ３目 教育振興費、補正額４０万円、説明欄ですが、新型コロナウイルス感染

症対策経費としまして、小中学校の教職員等の慰労金でございます。小学校、中学校

合わせまして対象４０人分でございます。２項 小学校費 １目 学校管理費、補正

額２７万６,０００円増額、これも感染症対策経費でございまして、消耗品費でござい

ます。学校の衛生対策や学習継続のための消耗品費ですが、既に１２万４,０００円分

を地方創生臨時交付金事業で予算計上をいたしております。今回、２７万６,０００円

を合わせました４０万円全額を、学校保健特別対策事業費補助金事業、国の事業でご

ざいますが、これに全額振り替えるものでございます。３項 中学校費 １目 学校

管理費１７万１,０００円増額、これにつきましても、感染症対策経費でありまして、

小学校と同様に中学校では既に２２万９,０００円分を地方創生臨時交付金事業で予

算計上をしておりますが、今回の１７万１,０００円を合わせました４０万円全額を国

の学校保健特別対策事業費補助金事業に振り替えをするものであります。４項 社会

教育費 １目 社会教育総務費、補正額１０万円増額でございます。説明欄ですが、

感染症対策経費として総合体育館の管理業務従事職員等に対する慰労金でございまし

て、対象１０人分でございます。続きまして、８０ページ、１２款 公債費 １項 公

債費 １目 元金４１６万４,０００円増額、２目 利子１,０００円増額でございま

す。この公債費の補正につきましては、長期債として令和２年度で借入した減収補て

ん債、借入額４１６万４,０００円ですが、これを令和３年度で一括償還するものであ

ります。この減収補てん債、元利償還金の７５％から１００％が交付税措置されるも

のでありますが、一括償還をしましても理論償還として交付税措置がされるものであ

ります。起債の残高を抑制する点からも一括償還をさせていただくものであります。

次に５４ページをお開きください。歳入です。１４款 国庫支出金 １項 国庫負

担金 ２目 衛生費国庫負担金６７万４,０００円減額、説明欄ですが、国民健康保険

基盤安定負担金の減額でありまして、国保特別会計繰出金の財源の減額でございます。

２項 国庫補助金 １目 総務費国庫補助金１,５８９万２,０００円増額、説明欄で

すが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でありまして、新型コロナ

ウイルス感染症対策経費の財源であります。今回の増額補正で本町への交付限度額７,

３２３万５,０００円全額を予算化するものであります。２目 民生費国庫補助金１７

７万８,０００円増額、説明欄ですが、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強

化交付金でありまして、歳出で説明させていただきましたが、子育て世帯生活支援特

別給付金給付事業の財源となるものであります。３目 衛生費国庫補助金７１万６,

０００円増額、これも歳出で説明させていただきました健康管理システム改修業務の

財源となるものでございます。４目 教育費国庫補助金８０万円増額でございます。
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歳出の教育費で小学校、中学校の新型コロナウイルス感染症対策経費で説明させてい

ただきましたが、合わせまして経費８０万円の財源として国からの補助金でございま

す。次に５６ページです。１５款 道支出金 １項 道負担金 ２目 衛生費道負担

金１３７万９,０００円減額です。減額いたします国保特別会計への繰出金の財源とな

るものの減額でございます。続きまして、５８ページ、１７款 寄附金 １項 寄附

金 ３目 民生費寄附金、補正額４９万円増額、地域福祉基金寄附金でありまして、

北海道信用金庫ひまわり財団からの寄附金５０万円に係る補正でございます。続きま

して、６０ページ、１９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金、補正額２,４０６

万１,０００円増額、令和２年度の繰越金につきましては、現在の令和２年度一般会計

の決算見込みとしまして実質収支が７,０００万円を超える見込みであります。その一

部を予算化するものであります。６２ページです。２０款 諸収入 ５項 雑入 ５

目 雑入、補正額３,０００円増額です。６４ページです。２１款 町債 １項 町債

４目 農林水産業債、補正額１３０万円増額、北１１号右岸２地区農地耕作条件改善

事業の起債でございます。

続きまして、４８ページをお開きください。補正予算第２条、地方債の補正であり

まして、第２表のとおり起債を追加するものであります。以上で説明を終わります。

ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 ７６ページ、土木費、住宅管理費ということで、これは今回、

雪害で集合煙突が倒れたことによる修繕と住宅改修設備買換補償ということで、先ほ

どの説明でストーブをＦＦ式に買い換えると伺ったのですが、雪害だけでなく、どの

公営住宅もかなり老朽化して、集合煙突が倒れてくる可能性がこれからも増えてくる

と思うのです。今回は雪害ということで予算を組んでおりますけれど、将来的にその

ような問題が、次から次へと起きた時に、入居している方にＦＦ式ストーブの補填を

これからも続けていくのか。集合煙突について、今の状態で壊れるのを待って、順次

補修をしていくのか、その点の計画についてお伺いしたいのですが。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 三浦 英司 ＦＦ式ストーブでございますけれど、既存の赤川１新

団地については、今、改修を行いまして、残っている物については、既存の物で対応

していこうというように考えております。なぜならば、既存で残っている煙突につい

ては、板金を巻いて補強済みということですので、様子を見ながら対応していきたい

と思っております。今回は、すずらん団地の雪による被害が大きかったのですけれど、

すずらん団地については、１号棟から４号棟まで煙突式ですけれど、補償を行ってい

くと、かなり大きな費用になってくるものですから、現在は退去された後にＦＦ式の
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穴を開けて対応していくということで考えております。状況を見ながら煙突を外して、

ＦＦ式のストーブにしていただくということもあるかと思いますけれど、今のところ

はそのような対応で考えております。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 今後については、そのような対応をしていただきたいと思いま

すが、今後、入居している方の全員を補填をして、ＦＦ式に換えるという計画も持っ

て進めているという理解でよろしいですか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長

○ 農林建設課長 三浦 英司 今回は、雪害の３件分だけを計上させていただきまし

た。これから全て改修するとなると、費用負担もかなり発生してきますから、その点

については、状況を見ながら判断させていただきたいと思っております。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 ７５ページ、商工業振興費、月形町営業制限協力・感染リスク

低減支援金ということで、緊急事態の期間である５月１６日から３１日までを対象と

して、１０万円を１２事業所に支援していただいているということで、非常にありが

たく思います。それで、緊急事態が６月１日から２０日まで延長になりましたが、先

ほどの副町長の説明では、第３次臨時交付金が７,３２３万５,０００円で、交付予定
が大体決まったということですけれど、６月からの緊急事態宣言延長後の対策につい

ては、今のところ未定ということでよろしいのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 新型コロナウイルス感染症対策対応の地方創生臨時交付金

は７,３２３万５,０００円ですけれど、事業費については７,５００万円程の事業予算
化になると思います。これを財源としないで、この対象以外に町独自で対応する必要

性のあるものが、他にも出た場合は対応していかなければならないと考えております。

説明させていただいた営業制限協力・感染リスク低減支援金については、説明のとお

り５月１６日から３１日までの緊急事態宣言下のものを対象と考えておりました。昨

年も緊急事態宣言の措置期間が変わるごとに対策を打っておりますので、充分に検討

しなければならないと思っております。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 今、副町長から前向きな答弁をいただきましたので、ありがた

く思います。今後とも、ご支援いただきたいと思います。

次に、観光費、樺戸博物館管理経費についてですが、会計年度任用職員費用弁償と
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いうことで、以前は高齢者事業団に委託されていたものであると思うのですけれど、

今回は委託しないで役場で担当しているということで、この費用弁償は解説員分であ

ると思うのですけれど、延べ人数を教えていただきたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 申し訳ございません、解説員の延人数は把握してご

ざいません。解説員につきましては、現在２名おりまして、そのうちの１名が市街地

に住んでおりましたが、通勤費用の掛かる札比内地区へ転居されたということで、今

回、それに伴って費用弁償を補正しておりますので、ご理解いただきたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 同じ７５ページです。確認ですが、樺戸博物館管理業務従事職

員等慰労金ということで、先ほどの説明で対象が７人分とあったのですが、受付職員、

清掃員、解説員２名分ということでよろしいでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 内訳といたしましては、受付、誘導、管理業務で３

人、清掃２人、解説員２人ということで、７人分となっております。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 確認です。学芸員は、これには含まれないということですか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 会計年度任用職員の学芸員につきましては、この中

には含んでおりません。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 解説員も同じ会計年度任用職員ですが、その違いは何ですか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 団体等が入った場合は、学芸員も解説のため一緒に

回ることもあるのですが、通常、博物館に来られた方の解説には従事してございませ

ん。学芸員については事務的な部分が大半ということで、昨年度からも同様の扱いと

させていただいております。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 学芸員は事務で直接対応しないので、慰労金は入らないという

ことですね。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 はい。
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○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 関連して確認ですが、慰労金がいろいろな所で支払われている

中で、慰労金を支払った方が良いと思われる方については、支払われていると考えて

よろしいですか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 そのように振り分けをさせていただいております。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 教えていただければと思うのですが、例えば、スクールバスの

運転手や霊園の管理者への慰労金というのは、支払われているのですか。

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 藤原 栄一 霊園の管理人については、対象とはなっておりません。

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 加藤 弘光 スクールバスの運転手については、対象にはなっておりま

せん。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 分かりました。スクールバスも子どもたちを乗せるし、町民も

バスに混乗する場合もありますし、霊園の管理者も葬儀の参列者が来られることもあ

ると思います。もう一つだけ、歯科医院の従事者等は対象にはなっていないのですか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 歯科医院、整骨院、薬局は、対象としております。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 ありがとうございます。分かりました。慰労金については、も

しかしたら、まだ他に慰労されなければならない方がいるかもしれないので、その辺

は漏れの無いように、よろしくお願いしたいと思います。以上です。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 １点、お伺いします。７５ページ、ふるさと公園管理経費の修

繕料４４２万６,０００円のうちの一部ですが、つち工房ガラス温室１３５万８,５０
０円ということで説明資料をいただいているわけですが、この件についてお伺いしま

す。つち工房に関して、日時は明確ではないのですが、数日前につち工房を利用した

い方についての公募と言うか、募集ということがＩＰ告知端末機等で流れたような気

がするのですが、それとの関連性は何かあるのですか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 現状の雪害で壊れた部分を改修して管理を行いま

して、先日、つち工房の指定管理の募集をさせていただきましたけれど、来年４月以
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降に活用していただく際には、改修した形で活用していただければということです。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 来年４月以降ということで、かなり期間があるわけですけれど、

その間、つち工房については空いたままの状態であると思いますけれど、３月定例会

で、これは予算絡みのことですが、公園全体の中の利用価値あるいは維持経費に掛か

る分については、見直してはどうかという発言させてもらいました。今回、雪害とい

うことではあるけれど、１３５万８,５００円を掛けて修繕し、指定管理については来
年度の４月からという形で、それまでの間のつち工房は、どのような利用価値を生み

出されているのか。お金はともかく、それも含めてですけれど、どのような見通しを

しているのか、お聞きします。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 つち工房ですけれど、つち工房の設置目的が変わっていなく

て、都市と農村の交流を含めて地域を活性化するために設けているということで、今、

指定管理者を募集しておりますけれど、その目的に沿うような利用をされる方がいな

いかということで、まずは募集させていただいております。この指定管理者の募集が

実らなった場合については、設置条例の変更または行政財産から落として普通財産化

等を行って、施設を利用される方に貸付をするという方法も、今後、検討していかな

ければならないと思っております。今のところ、条例の設置目的に沿う形で管理運営

をしているということでございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 それは分かるけれど、前回、指定管理者としてコテージガーデ

ンに利用してもらったけれど、数年間利用してもらってどうだったのかということも

総括した中で、このような形で指定管理を任せていきたいということは、議会を含め

て説明があってもおかしくないことであると思うのです。現に、この１年間は何をし

ているのかということです。いくら決まりがあったとしても、それだったら決まりを

変更すれは良いことで、時間を掛けなければ変更できないということではないです。

だから、私は３月定例会で申し述べたのであって、それをまたどのような条件で指定

管理を呼びかけていくのか、都市と農村との繋がりや交流を持たせたいということは、

２０年、３０年と以前から言っているのですから分かります。今年１年は、どうする

のですかということです。もう少し分かりやすく説明していただきたい。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 指定管理者の募集をしておりますので、この募集期限が過ぎ

ても希望者がいないとなると、来年度以降のつち工房の在り方を早急に検討して、先

ほど申し上げました施設の目的外等を含めて、管理にあたることを早急に検討すると

いうことになっていくという考えでおります。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。
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○ 議員 堀 広一 何回やっても水掛け論になるけれど、どうも動きとして遅すぎ

る気がします。今、公園全体を見直して、いろいろと考えてやっていく、道の駅等も

含めてやりますということですけれど、その中で、指定管理がどのような条件で募集

されているのか分からないけれど、いなかったらそうしますということは分かります

が、いたとしても明確に該当する方が出てくるのか、ということにもなってきます。

だから、施設を含めて、つち工房等を何を望んで守っていくのかということで、どこ

に利用価値があるのか、ということを聞いているのです。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 いろいろな面からいろいろな人が、価値があると考えてもら

える施設であると思っています。施設全体の考えをどうするのかということでいきま

すと、先ほど申し上げましたけれど、今は従来のつち工房のあり方を継続できたらと

いうことで、指定管理者を募集しているわけです。これまでもあの施設を利用したい

という問い合わせもありましたけれど、現在募集しているのは、従来のような目的で、

地域の活性化に繋がるような利用の仕方をしていただける方を募集しております。こ

の指定管理者の募集は、前回までの指定管理者が辞めてから２度目になりますので、

繰り返しになりますが、そのような形での希望者がいない場合については、施設の目

的外等を早急に検討しなければならないと思っております。ご理解いただきたいと思

います。

○ 議長 金子 廣司 堀議員、いくら聞いても答弁は同じであると思います。皆楽公

園エリアは道の駅を絡めて、それなりの考え方を持って進んでいるはずです。そこで

使途を変えて募集を掛けるというのも少し理解できないと、おそらく皆さんもそのよ

うに思っていると思います。堀議員の言われたことを肝に銘じて、もう少し慎重にや

ってもらわないと困る気がします。堀議員の質問については、これで止めます。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第３２号は、原案のとおり可決することにしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに決定い

たしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時１２分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開します。

（午前１１時２０分再開）
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◎ 日程５番 議案第３６号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について、日程６番 議案第３３号 令和３年度月形町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）

○ 議長 金子 廣司 日程５番 議案第３６号 月形町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定について、日程６番 議案第３３号 令和３年度月形町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、関連がありますので一括議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書１１９ページをお開きください。ただ今、議題となり

ました議案第３６号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て、ご説明申し上げます。国民健康保険事業の運営におきましては、例年、保険税率

等の見直しは、当初予算では行わず、課税標準額が把握できるこの時期に行っており

ます。令和３年度の保険税額を現行税率で試算をしたところ、北海道に納付する保険

事業費納付金等の金額に満たない結果となっております。このことを踏まえ、税率等

の検討をしたところですが、現下の新型コロナウイルス感染症の蔓延による経済及び

生活への影響を考慮すると、保険税率を引き上げて加入者に負担を強いる状況にない

と判断をし、税率は改正せずに据置き、主として国保財政調整基金を活用して国民健

康保険事業運営に努めていくとしたものであります。なお、本案につきましては、令

和３年５月１９日開催の月形町国民健康保険事業運営協議会にお諮りをしまして、妥

当であるとの答申をいただいているものであります。事前に配付させていただいてお

ります説明資料をご覧いただきたいと思います。

別紙説明資料により説明する。

議案書に戻っていただいて、１２０ページでありますが、附則第３項、公的年金等

に係る所得に係る国民健康保険税課税の特例についてでありますが、改正後の条例第

２３条の規定について、公的年金等に係る１５万円の特別控除後の６５歳以上の者に

係る軽減判定所得基準について、収入金額１１０万円とあるのを１２５万円となるよ

う読み替えるものであります。附則の施行期日と経過措置でありますが、この条例は、

公布の日から施行し、改正後の月形町国民健康保険税条例の規定は、令和３年４月１

日から適用するものであります。経過措置としまして、改正後の月形町国民健康保険

税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２

年度分までの国民健康保険税については、従前の例によるものであります。なお、関

連の予算につきましては、議案第３３号 令和３年度月形町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）で審議をいただくものであります。以上で説明を終わります。

続きまして、議案書８５ページをお開きください。議案第３３号 令和３年度月形

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。第
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１条ですが、補正予算第１号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３２万１,
０００円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億６,４８９万１,０００
円とするものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は８６ページから８７ページの第１表 歳

入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正予算の要旨でありますが、例年、国民健康保険事業特別会計の当初予算

は、保険税額の算定基礎となる所得割課税標準額が出されていないために、概算によ

り予算を編成させていただいております。例年、今時期に保険税等について見直しを

行い、第２回定例会において予算の補正をさせていただいているところであります。

このため、先ほどの議案第３６号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の制定について、説明申し上げましたとおり、令和３年度における保険税率等の改正

に係る考えを基に予算の補正を行うものであります。概要につきましては、保険税額

を減額するとともに財政調整基金からの繰入金を増額するなどして、主に財源調整に

係る補正となっております。

９８ページをお開きください。歳出です。３款 国民健康保険事業費納付金 １項

医療給付費分 １目 医療給付費分、補正額１６７万１,０００円増額、医療給付費分
ですが、給付金額の確定に伴い増額するものです。２項 後期高齢者支援金等分 １

目 後期高齢者支援金等分２６万１,０００円減額、これにつきましても、同様の給付
金額の確定に伴う減額でございます。３項 介護納付金分 １目 介護納付金分８万

９,０００円減額、同じく給付金額の確定に伴うものでございます。
９４ページでございます。歳入です。１款 国民健康保険税 １項 国民健康保険

税 １目 国民健康保険税９４５万１,０００円減額、１節から３節までですが、これ
につきましては、課税見込額の変更に伴い、それぞれ減額をするものでございます。

９６ページです。６款 繰入金 １項 他会計繰入金 １目 一般会計繰入金２７３

万９,０００円減額、これについては、課税見込額の変更に伴う減額でありまして、保
険基盤安定繰入金の軽減分と支援分を合わせた減額でございます。２項 基金繰入金

１目 財政調整基金繰入金１,３５１万１,０００円増額、保険税の予算減額のため、
財政調整基金を取り崩して国保会計を運営していくものでございます。ちなみに令和

２年度末の国保財政調整基金の現在高は１億５００万円程となっております。以上で

説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第３６号及び議案第３３号は、原案のとおり可決すること
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にしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに決定い

たしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。

（午前１１時３３分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開します。

（午後 １時３０分再開）

◎ 日程７番 議案第３４号 令和３年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予

算（第２号）

○ 議長 金子 廣司 日程７番 議案第３４号 令和３年度国民健康保険月形町立

病院事業会計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書１０１ページをお開きください。ただ今、議題となり

ました議案第３４号 令和３年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第２

号）について、ご説明申し上げます。第２条 収益的収入の補正でありますが、１款

病院事業収益 １項 医業収益を２２５万円減額、１款 病院事業収益 ２項 医業

外収益を同額の２２５万円増額、新型コロナウイルス感染症支援等として、国から補

助金が交付されることに伴い、収入予算を組み替えるものでありまして、１款 病院

事業収益としての補正予定額はありません。第３条 資本的収入及び支出の補正です

が、収入では１款 資本的収入 １項 出資金を６１６万円増額し、資本的収入の総

額を６,１７５万２,０００円に、支出では１款 資本的支出 １項 建設改良費を６

１６万円増額し、資本的支出の総額を９,９１０万９,０００円とするものであります。
補正の内容ですが、１１０ページをお開きください。収益的収入及び支出に係る収

入の部でございます。１款 病院事業収益 １項 医業収益 ２目 外来収益２２５

万円減額、２項 医業外収益 ５目 補助金２２５万円増額、新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援事業補助金が、感染症拡大防止医療提供体制の確保のため、国から

２２５万円交付されます。この補助金は定額の２５万円に、１床当たり５万円の２０

０万円を追加した合計２２５万円であります。その分の外来収益を減額する収入予算

の組み替えであります。

続きまして、１１４ページをお開きください。資本的収入及び支出に係る支出の部

でございます。１款 資本的支出 １項 建設改良費 １目 有形固定資産購入費、

補正予定額６１６万円、機器及び備品購入でありまして、新型コロナウイルス感染症

対策としまして、病院内のカーテンを抗ウイルス対応の物に更新をするものでござい
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ます。

１１２ページです。資本的収入及び支出に係る収入の部でございます。１款 資本

的収益 １項 出資金 １目 出資金、補正予定額６１６万円、新型コロナウイルス

感染症対策、先ほどのカーテン更新に対する町一般会計からの出資金であります。こ

の一般会計からの出資金の元財源は、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時

交付金であります。以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたしま

す。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第３４号は、原案のとおり可決することにしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに決定い

たしました。

○ 議長 金子 廣司 説明員交代のため、暫時休憩いたします。

（午後 １時３５分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開します。

（午後 １時３６分再開）

◎ 日程８番 議案第３５号 月形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について

○ 議長 金子 廣司 日程８番 議案第３５号 月形町国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書１１７ページをお開きいただきたいと思います。ただ

今、議題となりました議案第３５号 月形町国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定について、ご説明申し上げます。条例改正の趣旨でありますが、新型インフル

エンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が公布施行され、新型コロナウイルス

感染症の定義が変更されたため、所要の改正を行うものであります。附則第５項にお

いて、「新型コロナウイルス感染症病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有

することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。」との、新しい定義
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に変更する改正であります。以上で説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願い

いたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第３５号は、原案のとおり可決することにしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに決定い

たしました。

○ 議長 金子 廣司 説明員交代のため、暫時休憩いたします。

（午後 １時３８分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開します。

（午後 １時３９分再開）

◎ 日程９番 報告第１号 繰越明許費繰越計算書について（令和２年度月形町一般会

計）

○ 議長 金子 廣司 日程９番 報告第１号 繰越明許費繰越計算書について（令和

２年度月形町一般会計）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書１２１ページをお開きください。ただ今、議題となり

ました報告第１号 繰越明許費繰越計算書について、ご説明申し上げます。令和２年

度月形町一般会計において、地方自治法第２１３条第１項の規定に基づき、翌年度へ

繰越した経費の額を同法施行令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告さ

せていただくものであります。１２２ページをご覧いただきたいと思います。本年５

月３１日に調製しました令和２年度繰越明許費繰越計算書でありますが、繰越明許費

１件目は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進事業で、事業予算額３,４３９
万３,０００円、このうち令和３年度への繰越額は３,２８６万１,４８８円、財源は全
額、国庫支出金であります。２件目は、町有林整備事業、林業専用道の作設工事であ

りますが、事業予算額２,１００万円、全額を令和３年度に繰越しをしました。財源は
道支出金と一般財源で、記載のとおりであります。以上で説明を終わります。ご審議

の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。



令和３年第２回定例会 ２日目（６月９日）

21

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 以前にも質問しているのですけれど、林業関係の入札が不調だ

ったということで、今年度、新たに入札すると思うのですけれど、事業者の見込みの

ようなものはあるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 三浦 英司 今年の第１回定例会において、入札の不調についてご

心配をお掛けしたところでございますけれど、その後の経過について、ご説明申し上

げたいと思います。補助事業であることから、北海道も入札の実効性を担保しなさい

との指導があり、北海道森林土木建設業協会の空知支部と岩見沢支部の加盟業者に入

札可能かどうかの聞き取りを行ったところでございます。入札が可能な業者は少なか

ったのですけれど、発注時期を早めにし、工期を長めに設定して、何とか現設計のま

まで４社を指名して、本年３月１７日に入札を行いました。その結果、１社は辞退し

ましたけれど３社が応札し、滝川市の業者が落札して、現行工事を実施していると思

います。以上でございます。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 新聞等でも道産材の需要が高まっているということもありま

すし、今のエスディージーズの流れの中で、森林関係はこれから注目される分野であ

ると思うのですけれど、継続的に仕事があるような形でいかないと、事業者も安定し

て応札するということにならないような気がしますので、その辺のことを事務方でも

頭に入れて考えていただきたいと思います。以上です。答弁はいりません。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、質疑を終わります。

○ 議長 金子 廣司 以上で報告第１号は、報告済みといたします。

○ 議長 金子 廣司 説明員交代のため、暫時休憩いたします。

（午後 １時４３分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開します。

（午後 １時４４分再開）

◎ 日程１０番 報告第２号 株式会社月形町振興公社の経営状況について

○ 議長 金子 廣司 日程１０番 報告第２号 株式会社月形町振興公社の経営状

況についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 町長。

〇 町長 上坂 隆一 議案書１２３ページをお開きください。ただ今、議題となりま
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した報告第２号 株式会社月形町振興公社の経営状況につきましては、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定に基づき、別紙のとおり報告させていただくものでありま

す。なお、内容につきましては、企画振興課参事が説明いたしますので、承認賜りた

く、よろしくお願い申し上げます。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

〇 企画振興課参事 村瀬 潤一 それでは、株式会社月形町振興公社の経営状況につ

いて、説明、報告させていただきます。こちらにつきましては、第２８期、令和３年

度の事業運営計画、第２７期、令和２年度の決算状況ということで、まず決算状況に

ついて説明させていただきたいと思いますので、１４７ページをお開きいただきたい

と思います。第２７期の決算の全体的な傾向について、ご説明させていただきまして、

その後、資料に沿って説明をしていきたいと思います。

第２７期の決算の大きな特徴といたしまして、３点挙げさせていただきますが、１

点目が、新型コロナウイルス感染症による影響があったこと。２点目が、温泉ホテル

のレストランが休業になったこと。３点目が、皆楽公園等の利用料金の見直しを行っ

たこと。この３点が大きなことということで、挙げられます。

１点目の新型コロナウイルス感染症による影響につきましては、令和２年４月から

５月末にかけて緊急事態宣言等を受けまして、皆楽公園、野球場、パークゴルフ場の

オープンを、例年ですと５月１日に行っておりましたけれど、６月１日に、１カ月延

期いたしました。また、温泉ゆりかごの時間短縮営業、サウナの休止等を行ったとこ

ろです。これらの対策を講じた結果、その後の自粛傾向もありまして、温泉ホテル、

温泉ゆりかごを中心に利用者、売上高ともに前年度を大きく下回るという結果となっ

ております。

２点目の温泉ホテルのレストラン休業につきましては、令和２年５月末をもって当

面休業となりました。ホテルの利用者、売上高が大きく減少いたしましたけれど、レ

ストランに係る営業費用も減少いたしましたので、不採算部門の一つでありましたレ

ストランが休業することにより、結果として、営業収益が好転したところであります。

３点目の皆楽公園等の利用料金の見直しにつきましては、令和２年度からキャンプ

場の使用でテントを張られる方につきましても料金を徴収するなど、全体的に料金を

見直しした結果、コロナ禍の影響で利用者は減少したものの、売上高は前年度を上回

る結果となりました。以上が大枠での説明となります。

では、資料に沿って説明していきたいと思いますので、１４８ページをお開きいた

だきたいと思います。

議案に基づき逐条的に説明する。

以上で月形町振興公社の経営状況についての説明、報告とさせていただきます。よ

ろしくご審議の程、お願いいたします。
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○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時１９分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開します。

（午後 ２時３０分再開）

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 詳しい中身については、これからじっくり検討して議論しなけ

ればならないと思いますので、今回は触れないで、本当に揚げ足取りではないのです

けれど、表題が第２８期事業運営計画となっていますけれど、今回は経営状態の報告

ということで、表題が事業運営計画というのは、以前からそうだったのか気が付かな

いのですけれど、どうしてこのような表現になっているのか、分かりますか。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 正確なことは分からないですけれど、地方自治法第２４３条

の３第２項の規定で、町が出資している公社等については、経営状況を報告しなけれ

ばならないということになっているのですけれど、その中に運営計画と事業、いわゆ

る決算に関するものについて報告をすることと規定されておりますので、従前からこ

のように資料として説明させていただいております。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 地方自治法の規定に、事業運営計画を立てなさいという名称に

なっているということですか。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 運営という形でということは、定かでありませんけれど、事

業計画については報告することとなっていたはずです。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 言葉にこだわっているようなので、これ以上はしませんけれど、

何か象徴的な感じがするのです。今のトータルの説明でも、最終的に指定管理料を入

れて黒字になりましたというような認識、約１億円以上の指定管理料を入れて黒字に

なったというような表記になっているのですけれど、民間では考えられない感覚なの

で、その辺から見直していかないと、建物を新しくしても中身が変わらなければ、も

っと大変なことになると思うので、これは、我々もこれからじっくり考えていきたい

と思いますので、それだけ申し上げて終わりたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 少し見えにくい所から質問させていただきたいのですが、今年
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の農業生産者向けに配付された栽培の確認の書類の中に「カノコソウを栽培してみま

せんか」というチラシが入っていまして、少し目を引いたのですが、運営計画の中に

は薬用栽培について書かれていないけれど、予算に関する説明書の中には薬用栽培調

整金や薬用栽培肥料他と表記されているのです。事業として、月形町振興公社へ出荷

するようになっていたりするので、この扱いについて振興公社ではどうなっているの

か、教えてください。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 村瀬 順一 ただ今、ご質問のありました薬用作物カノコソウに

ついてですけれど、振興公社が事業主体となって行っているところであります。振興

公社が製薬会社との調整役、また、委託先との調整を行っているところです。この事

業については、社会貢献的な意味合いも強く、大手の製薬会社とのやり取りとなって

いることから、事業を公表して広く周知して進めていきたいという意向があるところ

ですけれど、製薬会社の都合により公表できない状況となっております。ただ、町内

では５件の生産者がカノコソウを栽培しており、事業計画には載せていませんけれど、

既に動き出している事業でありまして、今年度で４年目となります。公表して栽培に

よる社会貢献的な要素があるということを広く周知して行っていきたいところではあ

るのですけれど、先ほど申し上げました製薬会社の都合もありまして、公表できずに

いるところですが、既に動き出しておりますので、その分については、振興公社で責

任を持ってしっかりと対応していきたいと思っております。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 大人の事情で公表できないということですが、分類としてはみ

のり工房に入るのですか。この事業の収入については、どこの欄に記載されているの

ですか。それだけ教えていただけますか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 村瀬 順一 ただ今の質問ですけれど、事業の分類が難しく、振

興公社での経理といたしましては、作物を栽培するという視点から、つち工房の経費

に計上させていただいております。そこが適当かどうかは、いろいろとあるかと思い

ますけれど、そのように整理をさせていただいております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 そうすると、つち工房で収入も上がっていると考えて良いです

か。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 村瀬 順一 そのとおりでございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 分かりました。いつの日か、公になるような大きな事業になる

と良いと思っております。
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次の質問ですが、これも見えづらい所で、振興公社企業体として、今年は、説明と

してはコロナの影響、レストランの休業、利用料金の改定、見直しということで事業

を行ってきたということで、先ほど楠議員からも質問がありましたが、委託金が入っ

た上での経営改善が見られるということですが、前期から町職員が入るようになって

変わってきている気はしています。見えない所の質問ということで、振興公社企業体

として寄附、寄贈を行っていることを資料で見たことがあるのですが、具体的にどの

ような寄附、寄贈を行っているのか、教えてください。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 村瀬 順一 ただ今のご質問の公社からの寄附についてですけ

れど、月形町振興公社も町内にある一事業所として対応しているところですけれど、

寄附につきましては、赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金について、町内の一企

業といたしまして寄附をさせていただいているところです。例年ですと、この２つが

寄附となるのですけれど、昨年度については、レストランが昨年５月で当面休業する

こととなりましたが、新型コロナウイルスの関係で２月下旬ぐらいから予約が全てキ

ャンセルとなり、レストランの食材が余る事態となりました。せっかくの食材を廃棄

するだけではどうなのかというような社内での話し合いがありまして、せっかくであ

れば有効に使っていただきたいということで、その食材を活用し、高齢者福祉施設を

中心に、福祉施設職員やグループホーム利用者等々にお弁当を提供してはどうかとい

うことが立案されました。町内福祉施設５事業所へ照会したところ、既に食材を手配

している、又は自前の厨房で作った物以外を受け入れると感染リスクが高くなるとい

う話もありましたが、３事業所で是非ともということで受けていただき、各事業所へ

１回ですが、合計５７食分のお弁当を提供させていただいたところです。また、提供

の際には、振興公社社員から簡単な労いのメッセージを添えて贈呈させていただいた

経緯がございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 赤い羽根と歳末たすけあい募金は例年ということで、昨年度に

つきましては、レストランで余った食材をお弁当として提供したということで、分か

りました。良かったですね。

もう一つですが、運営計画についてですが、いろいろと気になる所はあるのですが、

例えば運営計画の中で、１３１ページ、（７）野球場についてですが、「多目的アリ

ーナと同様に町外利用者も非常に多く、月形温泉ホテルを利用したスポーツ合宿の利

用があります。本年度も、宿泊施設との連携により合宿プランの販売促進や宿泊を伴

う場合の優先予約、雨天時の練習場として多目的アリーナの重複予約を可能とするな

ど、利用者への利便性を考慮した施設運営に努めます。」と書かれているのですが、

前文でレストラン業務が当面休止になっているという中で、去年もそうだったと思う

のですが、食事が提供されない部分での合宿の誘致に関して、プランだけでできるの
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か。それとも何か、今年は当面休業と言っている裏でそれに代わる物を、誘致をする

際に工夫があるのか。ということが書かれていないのですが、それについてはどのよ

うなことがあるのか、もしもあったら教えてください。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 村瀬 順一 ただ今の野球場、アリーナの合宿の利用状況ですけ

れど、昨年度につきましては、新型コロナの関係がありまして、利用はそれほど多く

ありませんでした。数で申し上げますと、令和元年度が８７４名、令和２年度が２８

３名と落ち込んでおります。令和２年度については、素泊まりという条件で受けてお

ります。食事の提供がないことで落ちている部分もありますけれど、理解していただ

いた上で利用していただいているところです。食事の関係につきましては、社内でも

いろいろと議論はしており、何とかサービス向上ができないか話し合いをしていると

ころではありますけれど、現在のところ食事の提供はできない状況となっており、予

約の際にはその部分を充分に説明し、ご理解いただいた上で利用していただいている

ところです。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 以前から気になっていたのですが、例えば、農業者である私が

負債を抱えて農協に対して営農計画を出す時に、かなり具体的なことを求められると

思うのです。それは、今年、来年を乗り切るために、本当にこれでできるのですか、

食事がないです、どうするのですか、ということが当然聞かれると思うのです。食事

がないことについて、どうやっていくのか。厨房が使えます、貸せます、地元にコン

ビニが３件ありますから、そこと提携できます、それが良いのか、悪いのかは分から

ないですが、そのような工夫があって、初めて今年はどうしましょうというのが、運

営計画としてあってしかるべきと思うのです。その点について、他の所もそうですが、

現実の中でどう改善していくのか。この中にいろいろな面で、どう改善していくのか

ということを、もう少し突っ込んで書かれていないかと、常々思うのですが、それに

ついてはどうでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 村瀬 順一 今、議員ご指摘のとおりで、少し説明が不充分な点

があるかなと思います。レストランにつきましては、今後予定されております施設改

修も視野に入れながら考えていきたい。現状でテナントに入っていただく、もしくは

食事を提供するというのは、収益の観点から難しいのかなと感じておりますので、計

画にも書かせていただいておりますけれど、レストラン部門については、当面休業と

いうところです。こちらには書いておりませんけれど、今年５月に入ってからの状況

をお伝えいたしますと、皆楽公園エリアで食事の提供する場所がないということで、

軽食でも取れるようにということを社内で考えまして、５月からキッチンカーを招聘

いたしまして、今、皆楽公園は閉園中ですけれど、週末にキッチンカーに来ていただ
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いて公園の利用者、もしくは温泉に来られる方等々に、少しでも食事を提供できるよ

うにしたいということで、そのような取り組みも始めております。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 分かりました。現状の中で、そのような取り組みをしているこ

とについても、是非、運営計画の中にも触れられるようにしていただきたい。触れて

みられたら良いのではないかという気がします。現状に合わせた計画を書いていただ

きたい。それを来年度以降も望みたいと思います。以上です。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 １点、お伺いしたいのですが、令和２年度については新型コロ

ナウイルス感染症の影響等々があって、例のないような状況というのは充分に理解し

ます。令和３年度についても、この影響はまだ続くでしょう。いつから改善していく

という見通しはなかなか難しいところではありますが、やはり、私たちが気になるの

は、指定管理料、委託料ということで、昨年が１億円を超えているということで、今

年度の予定としては９,３００万円ぐらいであると思うけれど、指定管理料については、
町と振興公社の仕組みについて、今まで議会も認めてきたことですから、ある程度、

議会にも責任があるし、認めざるを得ないことではあるけれど、指定管理料がどんど

ん膨れ上がってきて、５,０００万円を切ったことは私の記憶ではないかと思うけれど、
１億円を超えてくるような状況になったときに、それがどこまでいくのか。今、お二

方の質問でも触れていたように、具体的に改善計画等々が見えるのであれば分かるけ

れど、それが見えない中で指定管理料だけがどんどん膨れ上がってきて、指定管理料

を町側として、どこを上限に見ているのか。これが上限なしで、公社が変わるから、

これぐらい払っていくという腹づもりと言うか、通常は８,０００万円ぐらいで抑えて
いくとか、具体的な考えがあるのかどうか、その辺についてお伺いしたい。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 令和２年度の指定管理料が全体で１億１００万円程ですけ

れど、これは、振興公社が各施設を受託した時から、いわゆる採算ベースで考えられ

ない施設というのが、皆楽公園、パークゴルフ場、野球場、多目的アリーナ等々約３,
６００万円程あるのです。これらも含めて１億円がどうかというのは、分けて考えて

いただく面もあるかと思います。それらを除いた温泉ホテル、保養センターが６,００
０万円ぐらいで、その６,０００万円を何とか減らしていきたいと思っております。そ
の一つの策として、温泉等の改修によって、いろいろな経費が節減できるような効率

的な施設にしていきたいというものもありますので、その辺で、今、基本計画を作っ

ていますけれど、今まで掛かっている経費をどれぐらい節減できるかという見通しも

立ってくると思います。難しいところが、以前の全員協議会でもお話しがありました
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けれど、コロナ禍の収束後のこのような施設の運営、入込等をどのように見通すかと

いうところが、大変難しいところであると思います。施設を整備した後、他の施設も

含めて指定管理料を低くしていくつもりでありますけれど、特に温泉ホテル、保養セ

ンターの指定管理料を、具体的な数字は今持ち合わせていませんけれど、かなり削減

したいという考えで、これからの施設整備、運営に当たっていくという考えでありま

す。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 明確には言えないということは、なんとなく分かるのです。公

的機関ですから採算に合わないことは、私たちも分かります。保養センターの改善計

画を立てて、これから改修しようとしていますが、普通は、そろばん勘定をして、こ

れぐらいの収入があるからこれぐらいの投資をしてこう、ということが普通であると

思うのです。まずは、全くさらの状態で投資してみないと分からないというのは、民

間では普通ないです。全てを民間の感覚で全部をやることは難しくて、特に行政がら

みになると、公社が株式会社とは言え、町と一体ですから民間ではないのです。これ

ぐらいを保養センターへ投資するから、指定管理料については、少なくとも２０％削

減できますとか、そういうことを私たちは望んでいるかと思うのです。他の議員は分

からないけれど、そのようにある程度、具体的なところを見て、令和３年度について

は、このようにしていきますということなのです。コロナの影響があるということは、

皆さん重々分かっていると思うのです。今日、この後、答弁があるかどうか分からな

いけれど、もう少し具体的に示してもらわないと、保養センターを改修します、他の

事業に取り組みます、と言っても、これは納得できなくて、次から次へと質問が出て

くるというように感じますので、今後は非常に難しい振興公社の運営の中身について

も、もう少し分かりやすく、このように改善したいということを具体的にすることや、

そのようなことを大幅にやっていかないと、やはり指定管理料を下げることには繋が

っていかないと判断します。何か答弁があれば、お願いします。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 温泉ホテル、保養センターについても、公共性がある施設と

いう一面もあります。先ほど申し上げましたけれど、温泉ホテルと保養センターの改

修、基本計画の策定にあたっては、当然運営に係る収支の計画も出てきて、これで行

けるとする数字で計画が立てられ、意見もいただきながら作っていきますので、その

段階では、今の指定管理料がこれぐらいで、将来、施設運営をしていけるということ

がお示しできると思います。この施設の指定管理が、将来に渡って振興公社というこ

とが、まだ決定しているものでもありませんので、かなりの企業努力で、もう少し違

う見込みが立てられるかもしれませんし、その辺の数値的なもののお示しについては、

もう少し、お待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。
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○ 議員 堀 広一 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、質疑を終わります。

○ 議長 金子 廣司 以上で報告第２号は、報告済みといたします。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ３時００分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き、会議を再開します。

（午後 ３時０１分再開）

◎ 日程１１番 意見案第１号 米の需給・価格安定対策と米政策の見通しに関する要

望意見書の提出について

○ 議長 金子 廣司 日程１１番 意見案第１号 米の需給・価格安定対策と米政策

の見通しに関する要望意見書の提出についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 意見案第１号をご覧願います。意見案第１号 米の需給・価格

安定対策と米政策の見通しに関する要望意見書の提出について、地方自治法第９９条

の規定に基づき、要望意見書を月形町議会会議規則第１４条の規定により提出するも

のです。令和３年６月８日の提出です。この意見案の賛成者として、月形町議会議員

楠 順一議員、同じく我妻 耕 議員の両名の賛同を得ておりますことを申し添えま

す。

提案理由を説明します。米をめぐっては、人口減少に加え、コロナ禍で需要が大幅

に減少しており、滞留在庫が深刻化しています。また、米政策改革による生産者主体

の需給調整の開始から３年が経過していますが、国の示す適正生産量と作付け動向の

乖離が大きく、需給調整が充分果たされておりません。このため、稲作農業者が次年

度以降も安定して経営を継続するため、需給改善に向けた対策を緊急に講じるととも

に、米政策の検証及び見直しを図り、国が責任をもって需給調整の役割を果たすよう、

要望意見書に記載の２点を強く要望するものであります。１つ目は、米の需給・価格

安定に向けた対策の実施と米の消費拡大対策を早急に講じること。２つ目は、早急に

現状の米政策を検証するとともに、食糧法に基づき、国が責任をもって実効性のある

対策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出するものであります。各議員のご賛同

を賜りますことを心からお願い申し上げ、意見案第１号の提案理由の説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議をお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）
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○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。意見案第１号は、原案のとおり提出することにしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、意見案第１号は、原案のとおり提出すること

に決定いたしました。

◎ 日程１２番 会議案第２号 議員派遣について

○ 議長 金子 廣司 日程１２番 会議案第２号 議員派遣についてを議題といた

します。

議員派遣については、会議規則第１２９条の規定により、お手元に配付したとおり

決定したいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は原案のとおり決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 以上で、本定例会に付議されました議案の審議は、全て終了い

たしました。会議を閉じます。これをもって、令和３年第２回月形町議会定例会を閉

会いたします。

（午後 ３時０６分閉会）


